
○
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
抄

改

正

案

現

行

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

第
四
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

電
磁
的
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

電
磁
的
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
買
主
に
対
し
、
そ
の
講
じ
る
電

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
買
主
に
対
し
、
そ
の
講
じ
る
電

磁
的
措
置
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

磁
的
措
置
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。

省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。

）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
買
主
か
ら

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
買
主
か
ら

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
承
諾
を
撤
回
す
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
承
諾
を
撤
回
す
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と

き
は
、
法
第
四
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
て
電
磁
的
措
置
を

き
は
、
法
第
四
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
て
電
磁
的
措
置
を

講
じ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
買
主
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾

講
じ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
買
主
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾

を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に

第
四
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
電
磁
的
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省

て
「
電
磁
的
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
買
主
に
対
し
、
そ
の
講
じ

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
買
主
に
対
し
、
そ
の
講
じ

る
電
磁
的
措
置
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承

る
電
磁
的
措
置
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承



諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
買
主
か
ら

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
買
主
か
ら

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
承
諾
を
撤
回
す
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
承
諾
を
撤
回
す
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と

き
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
て
電
磁
的
措

き
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
て
電
磁
的
措

置
を
講
じ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
買
主
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る

置
を
講
じ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
買
主
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る

承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
は
、
信
託
業
務
を
兼
営
す
る

金
融
機
関
に
は
、
適
用
し
な
い
。

２

信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
（
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
引
き
続
き
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
ん
で
い
る
も
の
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
む
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
き
、
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
の
範
囲
を
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

行
為
の
う
ち
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年

法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
た
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取

引
業
者
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
も
う
と
す
る

と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


